
 聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  平成２８年３月３１日 

                  聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第１３号 

   聖籠町税条例施行規則の一部を改正する規則  

 聖籠町税条例施行規則（昭和４９年聖籠町規則第８号）の一部を次

のように改正する。  

 第１１条の表中 

「 

法第１５条第１項及び

第２項（法第１５条第３

項） 

徴収猶予（延長）の申請書  

第１８号様式 

法第１５条第４項前段  徴収猶予（延長）の許可通知書  

第１９号様式 

法第１５条第４項後段  徴収猶予（延長）の不許可通知書  

第２０号様式 

法第１５条の２第２項  徴収猶予に係る差押解除申請書  

第２１号様式 

」 

を 

「 

法第１５条第１項及び

第２項 

徴収猶予申請書  

第１８号様式（その１） 

法第１５条第４項 徴収猶予期間延長申請書 

第１８号様式（その２） 

法第１５条の２第６項  徴収猶予（期間延長）申請に係る訂

正等要求通知書 

第１８号様式（その３） 

法第１５条の２の２  

第１項 

徴収猶予（期間延長）許可通知書 

第１９号様式 



法第１５条の２の２  

第２項 

徴収猶予（期間延長）不許可通知書 

第２０号様式 

法第１５条の２の３  

第２項 

徴収猶予に係る差押解除申請書  

第２１号様式 

」 

に改める。 

 第１１条の表中 

「 

法第１５条の３第３項  徴収猶予の取消通知書  

第２３号様式 

法第１５条の５第３項 換価の猶予の延長申請書  

第２４号様式 

法第１５条の５第３項  換価の猶予（延長）の通知書  

第２５号様式 

法第１５条の６第２項  換価の猶予の取消通知書  

第２６号様式 

」 

を 

「 

法第１５条の３ 

第３項 

徴収猶予（期間延長）取消通知書 

第２３号様式 

法第１５条の６の２  

第１項 

換価の猶予申請書 

第２４号様式（その１） 

法第１５条の６ 

第３項 

換価の猶予期間延長申請書 

第２４号様式（その２） 

法第１５条の６の２  

第３項 

換価の猶予（期間延長）申請に係る

訂正等要求通知書 

第２４号様式（その３） 

 



法第１５条の５第１項

及び法第１５条の６第

１項 

換価の猶予通知書 

第２５号様式（その１） 

法第１５条の５の２第

３項及び法第１５条の

６の２第３項 

換価の猶予期間延長通知書 

第２５号様式（その２） 

法第１５条の６の２第

３項 

換価の猶予（期間延長）不許可通知

書 

第２６号様式（その１） 

法第１５条の５の３第

２項及び法第１５条の

６の３第２項 

換価の猶予（期間延長）取消通知書 

第２６号様式（その２） 

」 

に改める。 

 第１６条の表中 

「 

条例第２５条の２ 町民税・県民税申告書   

第５９号様式（その１）  

町民税・県民税申告書兼修（更）正申告書 

第５９号様式（その２）  

」 

を 

「 

条例第２５条の２ 町民税・県民税申告書  

第５９号様式 

」 

に改める。 

 

 

 



 第１６条の表中 

「 

条例第３０条 

第１項 

町民税・県民税納税通知書  

第６１号様式（その１、その２）  

条例第３４条 

第３項 

町民税・県民税特別徴収税額の通知書  

第６１号様式の２（その１からその３まで）  

条例第３４条 

第４項 

町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 

第６１号様式の３（その１、その２）  

」 

 を 

「 

条例第３０条 

第１項 

町民税・県民税納税通知書  

第６１号様式 

条例第３４条 

第３項 

町民税・県民税特別徴収税額の通知書  

第６１号様式の２（その１、その２）  

条例第３２条 

第１項 

町民税・県民税変更通知書  

第６１号様式の３ 

」 

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１８号様式を次のように改め、同様式を第１８号様式（その１）

とする。 

 



 第１８号様式（その１）の次に次の２様式を加える。 

 

 



 

 

 



 第１９号様式を次のように改める。  

 

 



 第２０号様式を次のように改める。  

 

 



第２１号様式を次のように改める。  

 

 



 第２３号様式を次のように改める。  

 

 



 第２４号様式を次のように改め、同様式を第２４号様式（その１）

とする。 

 



 第２４号様式（その１）の次に次の２様式を加える。 

 

 



 

 

 



 第２５号様式を次のように改め、同様式を第２５号様式（その１）

とする。 

 



 第２５号様式（その１）の次に次の１様式を加える。 

 

 



 第２６号様式を次のように改め、同様式を第２６号様式（その１）

とする。 

 



 第２６号様式（その１）の次に次の１様式を加える。 

 

 



 第５９号様式（その１）を次のように改め、同様式を第５９号様式

とする。 

 



 

 第５９号様式（その２）を削る。  

 



 第６１号様式（その１）を次のように改め、同様式を第６１号様式

とする。 

 



   

第６１号様式（その２）を削る。  

 



 第６１号様式の２（その１）を次のように改める。  

 

 



 第６１号様式の２（その２）を次のように改める。  

 

 第６１号様式の２（その３）を削る。  



 第６１号様式の３（その１）を次のように改め、同様式を第６１号

様式の３とする。 

 



 第６１号様式の３（その２）を削る。  

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


